
宅
療
養
支
援
診
療
所
・
病
院
が
創
設
さ
れ
る
な
ど
、

充
実
が
図
ら
れ
て
き
た
。

　
２
０
１
５
（
平
成
27
）
年
度
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で

医
療
政
策
に
あ
ま
り
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
市
区
町

村
が
実
施
主
体
と
な
る
「
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推

進
事
業
」
が
始
ま
り
、
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
4

月
に
は
全
国
の
す
べ
て
の
市
区
町
村
で
取
り
組
む
こ

と
と
さ
れ
た
。

　
同
事
業
で
は
、

（
ア
）
地
域
の
医
療
・
介
護
の
資
源
の
把
握

（
イ
）�

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
課
題
の
抽
出
と
対

応
策
の
検
討

（
ウ
）�

切
れ
目
の
な
い
在
宅
医
療
と
在
宅
介
護
の
提

供
体
制
の
構
築
推
進

（
エ
）
医
療
・
介
護
関
係
者
の
情
報
共
有
の
支
援

（
オ
）�

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
相
談
支
援

（
カ
）
医
療
・
介
護
関
係
者
の
研
修

（
キ
）
地
域
住
民
へ
の
普
及
啓
発

（
ク
）�

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
関
係
市
区

町
村
の
連
携

の
８
つ
の
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

厚
生
労
働
省
で
は
、
同
時
に
、
市
区
町
村
の
事
業
推

進
を
図
る
た
め
「
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
た

連
携
の
取
り
組
み
を

　
我
が
国
は
国
民
皆
保
険
の
も
と
医
療
・
介
護
制
度

を
確
立
し
、
平
均
寿
命
（
２
０
２
０
（
令
和
２
）
年

簡
易
生
命
表
）
が
女
性
87
・
74
歳
（
世
界
１
位
）、

男
性
81
・
64
歳
（
世
界
２
位
）
に
な
る
な
ど
、
世
界

で
も
最
高
レ
ベ
ル
の
長
寿
国
と
な
っ
て
い
る
。

２
０
２
５
（
令
和
７
）
年
に
は
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世

代
（
１
９
４
７
（
昭
和
22
）
〜
１
９
４
９
（
昭
和

24
）
年
生
ま
れ
）
が
す
べ
て
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢

者
と
な
り
、
高
齢
独
居
世
帯
（
２
０
１
５
年
か
ら

２
０
４
０
年
の
変
化
／
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題

研
究
所
『
日
本
の
世
帯
数
の
将
来
推
計
（
全
国
推
計
・

２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
）』）
も
65
歳
以
上
が
32
・

6
％
か
ら
40
・
0
％
に
、
75
歳
以
上
が
37
・
9
％
か

ら
42
・
1
％
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　
重
度
な
要
介
護
状
態
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
高
齢

者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
最

後
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
進
め
ら
れ
て
き

た
の
が
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
医
療
・

介
護
・
予
防
・
住
ま
い
・
生
活
支
援
を
一
体
的
に
提

供
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
医
療
と
介

護
の
両
方
の
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
者
が
増
え
る
な
か
で

必
要
と
な
る
の
が
、
在
宅
医
療
と
介
護
の
連
携
で
あ

ろ
う
。

　
在
宅
医
療
に
つ
い
て
は
、
１
９
９
２
（
平
成
４
）

年
の
医
療
法
改
正
で
居
宅
等
が
医
療
提
供
の
場
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
、
同
年
４
月
か
ら
は
老
人
保
健
法

改
正
で
在
宅
を
対
象
に
し
た
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
が
ス
タ
ー
ト
。
２
０
０
６
（
平
成
18
）
年
に
は
在

宅
療
養
支
援
診
療
所
が
、
２
０
０
８
（
平
成
20
）
年

に
は
在
宅
療
養
支
援
病
院
が
制
度
化
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
に
は
機
能
強
化
型
在

　厚生労働省ではこれまで、すべ
ての団塊の世代が75歳以上とな
る2025年を目途に、医療・介護・
予防・住まい・生活支援が一体的
に提供される地域包括ケアシステ
ム構築の実現を目指した取り組み
を行ってきましたが、なかでも必
要なものが在宅医療と介護の連携
です。これまで「在宅医療・介護
連携推進事業」の実施や、連携を
進めるための手引きの発行等を行
っていますが、その内容と取り組
みをみていきます。

医
療
と
介
護
の

　
連
携
の
進
め
方
と
は

特集特集
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す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
に
お
け
る
現
状
の
社
会
資

源
を
正
確
に
理
解
し
、
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
、

地
域
の
目
指
す
べ
き
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
考

え
た
う
え
で
、
医
療
・
介
護
関
係
者
と
の
協
働
・
連

携
を
円
滑
に
進
め
る
こ
と
」
を
市
区
町
村
に
求
め
て

い
る
。

　
実
際
に
地
域
で
有
効
に
機
能
し
て
い
る
自
治
体
と

医
療
・
介
護
関
係
者
の
連
携
モ
デ
ル
も
あ
り（
図
２
）、

各
地
で
包
括
的
・
継
続
的
な
在
宅
医
療
・
介
護
の
提

供
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
な
お
、
今
号
で
は
川
越
雅
弘
氏
（
埼
玉
県
立
大
学

大
学
院
研
究
科
／
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
教
授
）か
ら
、

市
区
町
村
の
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
の
状

況
と
医
療
・
介
護
専
門
職
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、在

宅
療
養
支
援
診
療
所
で
あ
る
オ
レ
ン
ジ
ホ
ー
ム
ケ
ア

ク
リ
ニ
ッ
ク（
福
井
市
）か
ら
、コ
ロ
ナ
禍
以
後
の
在

宅
医
療
と
介
護
の
状
況
等
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。

の
手
引
き
（Ver.1

）」（
２
０
１
５
（
平
成
27
）
年

３
月
）
を
発
行
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
同
事
業
の
構
造
や
進
め
方
に
つ
い
て
理

解
が
不
足
し
て
い
る
状
況
も
み
ら
れ
た
た
め
、事
業

全
体
の
目
的
を
明
確

化
し
、
事
業
を
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
す
る
視
点

を
加
え
た
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ

た
取
り
組
み
」
へ
見

直
さ
れ
た
（
図
１
）。

「
在
宅
医
療
・
介
護

連
携
推
進
事
業
の
手

引
き
」に
つ
い
て
も
、

現

在

はV
er.3

（
２
０
２
０
（
令
和

２
）
年
9
月
）
が
最

新
の
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

　
手
引
き
（Ver.3

）

で
は
、「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
た

取
り
組
み
を
行
う
な

か
で
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
の
整
備
等
に
関
す

る
課
題
が
浮
上
す
る

場
合
も
あ
る
が
、
都

道
府
県
の
医
療
計
画

や
市
町
村
の
介
護
保

険
事
業
計
画
等
に
基

づ
く
、
医
療
提
供
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
体
制
そ
の
も
の
を

評
価
し
、
整
備
を
進

め
る
こ
と
を
目
的
と

図1…在宅医療・介護連携推進事業の手引き（Ver.3）より
図2…第3回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ（令和4年6月15日）資料より
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（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
■地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現
状を把握・共有し、課題の抽出、対応策を検討

（ア）地域の医療・介護の資源の把握
■地域の医療機関、介護事業所の機能等を情報収集
■情報を整理しリストやマップ等必要な媒体を選択して共有・活用

①地域の医療介護連携の実態把握、課題の検討、課題に
　応じた施策立案

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出
■将来の人口動態、地域特性に応じたニーズの推計（在宅医療など）

（ア）地域の医療・介護の資源の把握
■地域の医療機関、介護事業所の機能等を情報収集
■情報を整理しリストやマップ等必要な媒体を選択して共有・活用

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
■地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの提供体
制の構築を推進

①現状分析・課題抽出・施策立案

③対応策の評価・改善

（キ）地域住民への普及啓発
■地域住民等に対する講演会やシンポジウムの開催
■周知資料やHP等の作成

都道府県主体の役割へ変更
（都道府県は、地域医療介護総合確保基金や保険者機能強化推進交付金等の財源を活
用。また、保健所等を活用し、②対応策の実施も必要に応じ支援。）

（オ）在宅医療・介護関係者に関する相談支援
■コーディネーターの配置等による相談窓口の設置
■関係者の連携を支援する相談会の開催

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援
■在宅での看取りや入退院時等に活用できるような情報共有ツールの作成
・活用

（カ）医療・介護関係者の研修
■多職種の協働・連携に関する研修の実施（地域ケア会議含む）
■医療・介護に関する研修の実施
●地域の実情に応じて行う医療・介護関係者への支援の実施

②対応策の実施

●切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築
地域のめざす理想像

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援
■情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療・介護関係者の情報共有
を支援

■在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用

（オ）在宅医療・介護関係者に関する相談支援
■医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等による、在宅医
療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、連携の取組を支援

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
■同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携して、広域
連携が必要な事項について検討

（キ）地域住民への普及啓発
■地域住民を対象にしたシンポジウム等の開催
■パンフレット、チラシ、区報、HP等を活用した、在宅医療・介護サービスに関す
る普及啓発

■在宅での看取りについての講演会の開催等

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
■地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの提供体制の
構築を推進

③（ア）（イ）に基づいた取組の実施

（カ）医療・介護関係者の研修
■地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じ、多職種連携の実際を習得
■介護職を対象とした医療関連の研修会を開催等

②地域の関係者との関係構築・人材育成

事
業
全
体
の
目
的
を
明
確
化
し
つ
つ
、Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
た
取
組
を
実
施
し
や
す
く
す
る

観
点
、地
域
の
実
情
に
応
じ
て
よ
り
柔
軟
な
運
用
を
可
能
に
す
る
観
点
か
ら
の
見
直
し

＜地域の実情を踏まえた柔軟な実施が可能＞

●
総
合
事
業
な
ど
他
の
地
域
支
援
事
業
等
と
の
連
携

「８つの事業項目」から「PDCAサイクルに沿った取組」への見直しイメージ図１

○垂直連携（柏市が事務局として実施）
•病 診 連 携 ： 急性増悪時等における病院のバックアップ体制の確保

○水平連携（主に、柏市と柏市医師会にて実施）
•診 診 連 携 ： かかりつけ医のグループ形成によるバックアップ
•多職種連携 ： 情報共有システムの利活用
　　　　　　 　在宅医・多職種向け研修会の開催

○市民への在宅医療の支援：柏市地域医療連携センター※（柏市が設置）
•在宅主治医がいない市民の方に対して紹介
•多職種への『在宅医療多職種連携研修会』等の実施
※土地提供は柏市、建物は柏市医師会・柏歯科医師会・柏市薬剤師会の寄附により建立。

→柏市と医師会が中心となり、地域の多職種も巻き込みつつ、体制を構築。

病院 主治医
（在宅医）

副主治医
（在支診・専門医等）

在宅医

仲介
（市＆医師会） 仲介（市＆医師会）

専門医 専門医

在支診

診療所

歯科医院 病院

薬局
看護系事業所

介護系事業所
および施設

専門医

I CT

I CT活用の多職種連携グループ診療n 対 n（行政が仲介）

訪問診療を行う医師のグループ形成による
バックアップ（千葉県柏市）図２
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地
域
の
在
宅
医
療
の
中
核
を
担
う

　
東
京
都
板
橋
区
に
あ
る
医
療
法
人
社

団
焔
は
、「
自
分
ら
し
く
死
ね
る
、
そ

う
い
う
世
の
中
を
つ
く
る
」
と
い
う
法

人
理
念
の
も
と
、
地
域
の
在
宅
医
療
の

中
核
を
担
っ
て
き
た
、

　
法
人
の
沿
革
と
し
て
は
、
理
事
長
の

安
井
佑
氏
は
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業

後
、
一
般
病
院
で
勤
務
を
す
る
傍
ら
、

国
際
医
療
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
ジ
ャ
パ

ン
ハ
ー
ト
の
一
員
と
し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー

で
の
国
際
医
療
支
援
や
東
日
本
大
震
災

の
被
災
地
で
の
医
療
活
動
に
参
加
。
そ

の
経
験
か
ら
在
宅
医
療
の
重
要
性
に
着

目
し
て
平
成
25
年
に「
や
ま
と
診
療
所
」

を
開
設
。
平
成
27
年
4
月
に
医
療
法
人

社
団
焔
を
設
立
し
た
。

　
現
在
の
法
人
施
設
は
、「
や
ま
と
診
療

所
」を
は
じ
め
、訪
問
看
護
と
訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
複
合
型
事
業
所

「
お
う
ち
で
よ
か

っ
た
。
訪
看
」、「
ご

は
ん
が
た
べ
た

い
。
歯
科
」、「
お

う
ち
に
か
え
ろ

う
。
病
院
」
を
運

営
。
多
死
社
会
を

「
自
分
ら
し
く
」生

き
る
た
め
に
必
要

な
新
し
い
医
療
の

か
た
ち
を
作
り
続

け
る
医
療
チ
ー
ム

と
し
て「
T
E
A
M 

B
L
U
E
」
を
ブ

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
し
、

在
宅
医
療
を
支
え

る
さ
ま
ざ
ま
な
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
い
る
。

　
在
宅
診
療
は
「
や
ま
と
診
療
所
」
の

所
在
地
で
あ
る
板
橋
区
の
ほ
か
、
荒
川

区
、
練
馬
区
、
中
野
区
な
ど
を
診
療
エ

リ
ア
と
す
る
２
カ
所
の
拠
点
が
あ
り
、

在
宅
患
者
数
は
約
１
２
０
０
人
、
自
宅

看
取
り
件
数
は
年
間
５
５
０
件
に
の
ぼ

る
。

　
こ
れ
ら
の
対
応
を
可
能
と
す
る
ス
タ

ッ
フ
の
体
制
と
し
て
、
常
勤
医
15
人
を

配
置
す
る
ほ
か
、
法
人
内
の
独
自
資
格

と
な
る
「
在
宅
医
療
Ｐ
Ａ
」（Physician 

assistant

）
が
患
者
や
関
係
機
関
と
の

調
整
、
書
類
作
成
、
車
両
の
運
転
な
ど

を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
特
色
と
な
っ
て

い
る
。「
在
宅
医
療
Ｐ
Ａ
」
は
約
40
人

が
配
属
さ
れ
、
医
師
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
診
療
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
1
日
１
０
０
件
を
超
え
る
訪
問

診
療
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
。

「
お
う
ち
に
か
え
ろ
う
。病
院
」を

開
設

　
令
和
3
年
4
月
に
開
設
し
た
「
お
う

「おうちで暮らす」を支える
病院を開設

— 東京都板橋区・医療法人社団焔 「おうちにかえろう。病院」 —

　福祉医療機構では、地域の福祉医
療基盤の整備を支援するため、有利
な条件での融資を行っています。今
回は、その融資制度を利用された東
京都板橋区にある「おうちにかえろ
う。病院」を取りあげます。同院は、
令和 3 年 4 月に「自宅で自分らしく
生きる」ことを支える在宅のための
病院として開設しました。施設の特
色や取り組みについて取材しました。

ほむら

施設の概要施設の概要

〒 174−0061
東京都板橋区大原町 44−3
  TEL   03−5926−5091　
  FAX   03−5926−5092
  URL   https://hospital.teamblue.jp

病院開設：令和 3 年 4 月
理 事 長：安井　佑
病 院 長：水野　慎大
病 床 数：120 床
診 療 科：内科、外科、整形外科、皮膚科、心療内科、リハビリテーション科、循環

器内科、形成外科
職 員 数：約 300 人（法人全体）
法人施設：「やまと診療所」、「おうちでよかった。訪看」、「ごはんがたべたい。歯科」

医療法人社団焔

「おうちにかえろう。病院」
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